
１１ 予防接種後副反応等に関する説明及び同意  

予診の際は、予防接種の有効性・安全性、予防接種後の通常起こり得る副反応及びま

れに生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済制度について、定期接種の対象者又

はその保護者がその内容を理解し得るよう適切な説明を行い、予防接種の実施に関して

文書により同意を得た場合に限り接種を行うものとすること。  

ただし、政令第１条の３第２項の規定による対象者に対して行う予防接種、政令附則

第２項による日本脳炎の定期接種及びヒトパピローマウイルス感染症の定期接種（いず

れも13歳以上の者に接種する場合に限る。）において、保護者が接種の場に同伴しない

場合には、予防接種の有効性・安全性、予防接種後の通常起こり得る副反応及びまれに

生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済制度についての説明を事前に理解する必

要があるため、様式第四ヒトパピローマウイルス感染症予防接種予診票（保護者が同伴

しない場合）を参考に、説明に関する情報を含有している予診票を作成した上で、事前

に保護者に配布し、保護者がその内容に関する適切な説明を理解したこと及び予防接種

の実施に同意することを当該予診票により確認できた場合に限り接種を行うものとする

こと。 

なお、児童福祉施設等において、接種の機会ごとに保護者の文書による同意を得るこ

とが困難であることが想定される場合には、当該施設等において、保護者の包括的な同

意文書を事前に取得しておくことも差し支えなく、また、被接種者が既婚者である場合

は、被接種者本人の同意にて足りるものとする。  

さらに、児童福祉施設等において、被接種者の保護者の住所又は居所を確認できない

ため保護者の同意の有無を確認することができない場合の取扱については、「児童相談

所長等の親権行使による同意に基づく予防接種の実施について」（平成27年12月22日健

発1222第１号・雇児発1222第５号・障発1222第２号厚生労働省健康局長、雇用均等・児

童家庭局長、社会・援護局障害保健福祉部長通知）を参照すること。  

また、被接種者が次に掲げるいずれかに該当する場合であって、それぞれに定める者

が、被接種者の保護者の住所又は居所を確認できるものの当該被接種者の保護者と連絡

をとることができない等の事由により、保護者の同意の有無を確認することができない

ときは、当該被接種者の保護者に代わって、それぞれに定める者から予防接種に係る同

意を得ることができる。  

ア 小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親（以下「里親等」という。）に委託さ

れている場合 当該里親等  

イ 児童福祉施設に入所している場合 当該児童福祉施設の長 

ウ 児童相談所に一時保護されている場合 当該児童相談所長 


